
 

令和８(2026)年度女性創業者育成支援事業業務委託仕様書  
 
 
 本仕様書は、栃木県（以下「甲」という。）が発注する令和８(2026)年度女性創業者育

成支援事業業務を受託する者（以下「乙」という。）の業務について、必要な事項を定め

るものである。  
 
 
１ 目的 

女性が創業しやすい環境を整備し、創業準備段階から創業後、経営が軌道に乗るまで 

を一貫して支援することで女性創業者を増加させるとともに、女性創業者が創出するイ 

ノベーションにより、県内産業の振興を図るものである。 

 
２ 委託期間  

契約締結日から令和９(2027)年３月 31 日（水）まで  
 
３ 委託料  
 (1) 1,713,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。  
 (2) 委託料の支払は、原則として、事業完了後の精算払いとするが、本業務の遂行上

必要があると認められるときは、委託業務の遂行状況に応じて委託料の一部を支払

うことができる。  
  (3) 対象経費 

  区分 内容 

１．人件費 本事業に直接従事する従業員等の人件費 

２．謝金 講師、専門家等の謝金 

３．旅費 従業員、専門家等の旅費 

４．使用料及び賃借料 施設使用料、リース料等 

５．通信運搬費 送料等 

６．委託費 県が特に認めるもの 

７．その他 県が特に認めるもの 

８．一般管理費 １．～７．の合計の１０％以内 

９．消費税及び地方消費税 １．～９．の合計の１０％ 

 
(4) 対象とならない経費  

① 備品購入費 

② 設備費  
ア 不動産の購入経費  
イ 車両の購入経費 

ウ 施設の設備の改修経費 

③ 国や地方公共団体等の補助金、委託費等により既に支弁されている経費 

④ その他、事業との関連が認められない経費  
 



 

 

４ 業務内容  
創業希望段階から創業初期段階までの各段階に対応した創業支援を実施するため、次

の事業を実施する。 

なお、事業の実施にあたっては、仕事と家庭の両立、身近にロールモデルや相談相手

がおらず孤立しがち等といった女性の特性に応じた課題を解決するための支援内容に

なるよう配慮すること。 

 
 (1) 女性創業者・創業希望者交流会（創業全段階） 

  概 要  
 

 

 

創業希望段階から創業間もない女性までの創業に関する不安や悩み

を払拭するため、参加者同士や女性の先輩起業家等との意見・情報

交換及び人的ネットワーク形成のための交流会を実施し、創業への

後押しを行う。 

主な対象者 創業希望段階から創業初期段階の女性、本事業創業塾参加者（過去

２か年程度） 

内 容  
 
 
 

・開催回数：年２回程度  
・参加者数：各回 40 名程度  
・参 加 費：無料  
・内  容：女性先輩起業家の講演、参加者同士の情報・意見交換  

      等 

 
 (2) 女性のための創業塾（基礎編）（創業準備段階） 

概 要  創業に関する基礎知識の習得等を行う。 

主な対象者 創業準備段階の女性 

内 容  
 
 
 
 
 

・開催回数：年５回程度  
・参加者数：各回 40 名程度  
・参 加 費：無料  
・内   容：創業の心構え、マーケティング、会計、労務管理、  
       開業手続き等の創業に関する基礎知識の習得、女性の 

特性に応じた課題解決講座。 

※創業の心構え、マーケティング等については、女性 

の特性に応じた内容とする。  
 

 (3) 女性のための創業フォローアップセミナー（創業初期段階） 

概 要  
 

 

創業間もない女性が直面する専門的な諸課題の解決や人的ネットワ

ークの形成のための、女性の先輩起業家や専門家による講義及び個別

相談会を開催する。 

主な対象者 創業初期段階の女性 

内 容  
 
 
 

・開催回数：年１回  
・参加者数：20 名程度  
・参 加 費：無料  
・内   容：女性先輩起業家の講演、専門家による個別相談会 等  



 

 
 (4) 女性の創業に関する総合相談（創業全段階） 

  概 要 女性の創業全般にわたる相談を行う 

主な対象者 創業希望段階から創業初期段階の女性 

内 容  
 

・開催回数：月４日程度  
・相 談 料：無料 

・相 談 員：創業に関する知識を有する女性 

 
５ 実績報告書等の提出 

(1) 乙は、本業務契約締結後、３か月ごとに「業務遂行報告書」（様式任意）を作成し、

速やかに甲に提出すること。  
(2) 本業務完了後、乙は「業務実績報告書」（様式任意）を作成し、業務を完了した日

から起算して 10 日以内に県に提出すること。  
(3) 甲は、必要がある場合は、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、又は   

報告を求めることができる。  
(4) 関係書類は５年間保存すること。また、甲の求めに応じ、乙は関係書類の提出を   

行うこと。  
 
６ その他 

(1) この仕様書に定めのない事項及び疑義がある場合は、双方協議の上定めるものと

する。  
(2) この仕様書に定めのない事項であっても、甲が必要と認める軽微な事項について

は、乙は、契約金額の範囲内で実施するものとする。 

(3) 乙が委託業務を実施するに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」及び別記 

「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。 

 



別記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約に

係る業務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成 25 年法律第 27 号）その他の個人情報の保護に関する法令、条例及び規程等を遵

守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければなら

ない。 

 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

 （従事者の監督等） 

第３ 乙は、個人情報を取り扱う従事者をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事者

が取り扱う個人情報の範囲を明確にしておかなければならない。 

２ 乙は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、

従事者に対して、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

３ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの

契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用

してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならな

い。 
 
 （収集の制限） 
第４ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的

を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 
 
 （目的外利用及び提供の禁止） 
第５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を

契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならな

い。 
 
 （適正管理） 
第６ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止

その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
 （作業場所の特定等） 
第７ 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収



集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作

業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出し

てはならない。 
 
 （複写又は複製の禁止） 
第８ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録され

た資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 
 
 （資料等の返還） 
第９ 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受けた個人情報が記録さ

れた資料等を、この契約完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示し

たときは、その指示した方法によるものとする。 
 
 （資料等の廃棄等） 
第 10 乙は、この契約による業務を処理するために、乙自らが収集し、又は作成した個人情

報及び個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに、当該個人情報の復元又は

判読が不可能な方法により、当該情報を消去し、若しくは当該資料等を廃棄し、又は甲に

引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものと

する。 
 
 （再委託） 
第 11 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を

取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 
２ 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、甲が乙

に対して求めた個人情報の保護のために必要な措置と同様の措置を当該第三者（以下「再

委託先」という。）に求めるものとする。 
３ 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、再委託先にこの契約による

一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、当該個人情報を取り扱う事務に関するす

べての行為及びその結果に責任を負うものとする。 
４ 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、乙及び再委託先がこの個人

情報取扱特記事項を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再委託

先と約定しなければならない。 
 
 （事故発生時における報告） 
第 12 乙は、この契約による業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故

が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指

示に従わなければならない。 
 
 （実地調査等） 
第 13 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱



っている個人情報の取扱状況について、随時、実地に調査し、又は乙に対して報告を求め

ることができる。 
 
 （指示） 
第 14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、

その取扱いが不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。 
 
 



別記 

 

情報セキュリティ特記事項 

（基本的事項）   

第１条 乙は、甲が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するための情報セキュ

リティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の実施に関係する栃木県情報セキュリティ基

本方針、栃木県情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順の項目を遵守して、情

報セキュリティ対策を適正に実施しなければならない。   

  

（業務の責任者及び従事者）   

第２条 乙は、情報セキュリティ対策を適正に実施するために必要な体制を整備し、この契約に

よる業務の責任者及び従事者を定め、甲に書面で報告しなければならない。  

  

（作業場所の特定）   

第３条 乙は、委託業務の作業場所を特定し、特定した場所以外で作業を実施してはならない。   

２ 乙は、特定した場所をあらかじめ甲に届け出なければならない。作業場所を変更する場合も、

同様とする。  

３ 乙は、特定した作業場所から、委託業務に関連した情報資産を持ち出してはならない。ただ

し、この契約による業務を処理するために必要な場合において、甲の承諾を得たときは、この限

りでない。  

  

（情報へのアクセス）  

第４条 乙は、この契約によりアクセスを許可された情報の種類と範囲、アクセス方法を遵守し

なければならない。   

２ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受けた情報資産を取り扱う従事者

をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事者が取り扱う情報の範囲を明確にするとと

もに、情報に対するアクセス権限を必要最小限の範囲で適切に設定しなければならない。  

  

（技術的安全管理措置）  

第５条 乙は、情報システム（パソコン等の機器を含む。）を使用して、甲から提供を受けた情報

資産を取り扱う場合（インターネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。）、技術的安全

管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。  

（１）アクセス制御   

（２）アクセス者の識別と認証  

（３）外部からの不正アクセス等の防止   

（４）情報システムの使用に伴う漏えい等の防止  

  

（教育の実施）   

第６条 乙は、この契約による業務の従事者及び関係する役員等に対し、この情報セキュリティ

特記事項（以下「この特記事項」という。）その他この契約で定められた乙が遵守すべき事項を周



知するとともに、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による業務の適正な履

行に必要な教育を実施しなければならない。   

  

（秘密の保持）  

第７条 乙は、次の各号に掲げる情報（以下「秘密情報」という。）を秘密として保持し、第三者

に提供（口頭又は閲覧による提供を含む。以下同じ。）し、又は漏えいしてはならない。  

（１）甲から秘密である旨を明示されて提供を受けた有形無形の情報  

（２）この契約による業務に関して知り得た有形無形の情報 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しない。  

（１）甲から提供を受けた時点又はこの契約による業務に関して知り得た時点で、既に公知の情

報  

（２）甲から提供を受けた後又はこの契約による業務に関して知り得た後、乙の責めに帰すべき

事由によらないで公知となった情報   

（３）甲から提供を受けた時点又はこの契約による業務に関して知り得た時点で、既に乙が正当

な手段で入手し、保有している情報であって、この契約とは別に秘密保持の対象となっていない

もの  

（４）甲から提供を受けた情報又はこの契約による業務に関して知り得た情報によらないで、乙

が独自に創作した情報  

３ 乙は、甲から秘密である旨を明示されて提供を受けた情報について、この契約による業務を

処理するために知る必要のある自己の役員及び従業員を特定し、それらの者以外に提供し、又は

漏えいしてはならない。   

  

（目的外利用の禁止）   

第８条 乙は、甲の指示がある場合を除き、秘密情報をこの契約の目的以外の目的のために利用

してはならない。   

  

（複写又は複製の禁止）   

第９条 乙は、甲から秘密である旨を明示されて提供を受けた情報が記録された資料等を、甲の

承諾なしに複写し、又は複製してはならない。  

  

（第三者への秘密情報の提供）  

第 10 条 乙は、第７条の規定にかかわらず、この契約による業務を処理するために必要な場合

において、甲の承諾を得たときは、秘密情報を第三者に提供することができる。  

２ 乙は、前項の規定により秘密情報を第三者に提供するときは、当該第三者に対し、この特記

事項で定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるものとする。  

３ 乙は、第１項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、その必要の限度におい

て、秘密情報を第三者に提供することができる。  

（１）法令に基づき提供が求められた場合  

（２）合理的な理由により、弁護士、会計士、税理士その他乙に対して本契約に基づき乙が甲に 



負うのと同等以上の秘密保持の義務を負う者に対して提供する場合  

４ 乙は、前項の規定により秘密情報を提供するときは、予め（やむを得ない場合にあっては、

提供後速やかに）甲に対し、当該提供する内容を通知しなければならない。  

  

（再委託）   

第 11 条 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約による業務を自ら

行い、第三者に委託（以下｢再委託｣という。）してはならない。   

２ この契約による業務を第三者に再委託する場合において、乙は、当該第三者（以下｢再委託

先｣という。）にこの契約による一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全て

の行為及びその結果に責任を負うものとする。   

３ この契約による業務を再委託する場合において、乙は、乙及び再委託先がこの特記事項を遵

守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。  

  

（資料等の返却、廃棄等）   

第 12 条 乙は、この契約による業務において取り扱った情報資産及び甲から提供を受けた情報

が記録された資料等を、この契約完了後直ちに、甲の指定した方法により、甲に返却し、又は抹

消し、若しくは廃棄しなければならない。  

２ 乙は、この契約による業務に関して、乙自らが収集し、又は作成した情報及び情報が記録さ

れた資料等を、この契約完了後直ちに、甲の指定した方法により、甲に引き渡し、又は抹消し、

若しくは廃棄しなければならない。  

  

（定期報告及び緊急時報告）   

第 13 条 乙は、甲から、この契約に基づき乙が実施する情報セキュリティ対策の履行状況につ

いて報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。  

２ 乙は、情報セキュリティインシデントが発生したとき、その他情報セキュリティ上の懸念事

項を把握したときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。  

３ 乙は、情報セキュリティ対策の履行状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけ

ればならない。  

  

（監査及び検査）   

第 14 条 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策

の状況について、乙及び再委託先について、監査又は検査を行うことができる。  

  

（指示）  

第 15 条 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策

について、不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。  

  

（情報セキュリティインシデントの公表）   

第 16 条 甲は、この契約による業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は、

必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表することができる。   



  

（契約解除）   

第 17 条 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合は、契約の解除をすることが

できる。  

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により乙に損害が生じた場合であっても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。  

   

 （損害賠償）  

第 18 条 甲は、乙若しくは再委託先が、故意又は過失によりこの特記事項の内容に違反したこ

と、又は怠ったことにより、甲に損害が発生したと認めるときは、乙に対し、損害賠償の請求を

することができる。第 10 条第１項の規定により乙が秘密情報を提供した第三者が秘密保持義務

に違反したことにより甲に損害が発生したときも、同様とする。  

  

 （存続条項）  

第 19 条 第７条、第８条、第９条、第 10 条、第 18 条、第 20 条、第 21 条及び本条は、この

契約が終了し又は解除された後も、引き続き効力を有する。  

  

（裁判管轄）  

第 20 条 この特記事項について訴訟等を行う場合は、宇都宮市を管轄する地方裁判所又は簡易

裁判所を合意による専属的裁判所とする。  

  

 （疑義等の決定）  

第 21 条 この特記事項に定めのない事項及びこの特記事項に関し疑義が生じたときは、甲と乙

とが協議して定めるものとする。 

 


